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今週のキーワード 

コネクティビティ（接続性）のC、オートノマス（自動運転）のA、シェアード（共有）のS、

エレクトリック（電動化）のEの頭文字をとった造語。「ケース」と読む。現在の自動車のト

レンドを端的に表す言葉とされている。 CASE 

 

来年１月から「スマホ申告」開始  
対象は年末調整済みの給与所得者 
 

来年2019年１月からスマートフォンを利用した所

得税の確定申告、「スマホ申告」ができるようにな

る。スマホ申告は、サラリーマンの副業増加などに

より個人で確定申告する人が増えている現状を踏ま

え、納税手続きの簡素化を図る目的で導入されるサ

ービス。ただし、年末調整済みの給与所得者で、医

療費控除、またはふるさと納税などの寄附金控除だ

けの一部申告者が対象となるが、見やすいスマホ専

用の画面で確定申告書の作成が簡単にできるように

なる。 

スマホ申告の手順はパソコンによる申告と流れは

ほとんど同じだ。国税庁ホームページから「確定申

告書作成コーナー」に進み、「作成開始」をタップ。

収入や適用を受ける控除額、名前、住所、マイナン

バーなどを入力し、ｅ－Ｔａｘで申告する場合はそ

のまま送信して申告が完了する。書面で申告する場

合は、保存したデータを自宅のプリンターやコンビ

ニエンスストアなどで出力して郵送等で提出する。 

ｅ－Ｔａｘで申告する場合の送信方式は、「マイ

ナンバーカード方式」と「ＩＤ・パスワード方式」

の選択ができるようになる。マイナンバーカード方

式は、ＩＣカードリーダライタでマイナンバーのデ

ータを読み取ることで本人確認する方法。ｅ－Ｔａ

ｘのＩＤ（利用者識別番号）やパスワード（暗証番

号）等の入力が不要になる。 

マイナンバーカードもＩＣカードリーダライタも

持っていない場合には、ＩＤ・パスワード方式を選

択すればいい。 

「CASE時代」にマツダが提起した独自路線 
新たな価値創造でアートと車のコラボ 

 

 自動車メーカーのマツダが、東京ミッドタウン

のデザインイベント「 Tokyo Midtown DESIGN 

TOUCH2018」（開催は10/29まで）に出展している。

今年の展示は一味違うものとなり、ファッション

雑誌「VOGUE JAPAN」とコラボレーションし、ア

ート写真13点と組み合わせた、ユニークなものと

なった。 

 その背景にあるのは、マツダが昨年発表したコ

ンセプトカー「マツダVISION COUPE」の存在だ。

今年、パリで開催された国際自動車フェスティバ

ルで「最も美しいコンセプトカー」を受賞したこ

の車は、3D測定器でも再現できないとされる美し

い曲線が特徴。また、車体への「映り込み」を意

識したデザインとなっており、周囲の景色と同化

させることで生命感を演出している。ライトアッ

プされた夜、写真が美しい車体に映り込む様子

は、まさにアートと呼ぶにふさわしい。 

 今、自動車産業は「CASE化」が進行中。自動運

転の実現が間近といわれ、電気自動車の普及が進

む現在、美しさと車に乗る楽しさを追求するマツ

ダは、ニッチな方向へと歩んでいるといえよう。

そうなると重要なのがマーケティング戦略だが、

一見、規格外に見えるアートとのコラボを実現し

たことにより、車に美と楽しさを求めるユーザー

に力強くリーチしたことは間違いない。「CASE時

代」へのアンチテーゼを鮮やかに突きつけ、独自

路線を力強くアピールしたマツダ。今後の展開か

ら目が離せない。 

 

 

税務会計 経 営 

発 展 を 目 指 す 企 業 家 の た め の 経 営 指 南 役 
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